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建築局建築環境課 

 

 

「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る 

建築基準法第 48条の規定に基づく許可基準」の意見公募の結果について 

 

 

 引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法第 48 条の規定に基

づく許可基準の制定について、平成 23 年 2 月 16 日から平成 23 年 3 月 17 日まで意見公募を

行ったところ、計 50通のご意見が寄せられました。お寄せいただいたご意見を項目ごとに分

類、整理させていただき、それらに対する本市の回答について別紙にまとめましたので公表

します。 

   

 なお、「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法第 48条の規

定に基づく許可基準」については、平成 23年 7月 1日から運用していくことをご報告いたし

ます。 

 

  

皆様のご協力に感謝申し上げるとともに、今後とも横浜市政にご協力いただきますよう、

よろしくお願いします。 
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ドライクリーニングを営む工場に係る建築基準第48条の規定に基づく許可基準に対する意見公募結果について

No 提出意見の要旨 回答

1

建築基準法第48条は工場だけに
適用するのか。

　建築基準法第48条では工場に限らず用途地域に
応じて建築できる、あるいは、建築できない建築物の
用途を定めています。そのため、工場だけではなく、
すべての建築物に対して適用されます。

建築基準法第48条の用途規制の
解除の見直しをしてほしい。

そもそも法律がおかしい、違反の
認識が無い

家庭用石油（灯油）暖房器具の灯
油については建築基準法の規制
は無いのか。なぜ無いのか。

引火性溶剤より灯油の方が何倍
も引火性が高いのに、大量に使
用する住居工場は建築基準法に
違反しないのか。

4

原動機を使用する工場の原動機
とはどのような程度のものを意味
するのか。

　乾燥機やドライ機など、工場で作業に使用する原
動機は全て対象となります。

5

建築基準法施行以前から営業し
ていたクリーニング店は、既存不
適格になるが、どのように判断す
るのか。

　クリーニング工場の操業開始時期や引火性溶剤を
使用開始した時期、用途地域が指定された時期によ
り既存不適格になる場合がありますが、これについ
ては建築確認申請時の図面等で確認することとなり
ます。

6

「工業系の用途地域以外では、
原則、引火性溶剤を用いることは
できません。」とあるが、「原則」と
いうことは例外があるのか。

　建築基準法第48条各項ただし書きに基づく許可を
受けた場合は建築することができます。

7

建替えをした場合、許可対象とな
るか。

　今までクリーニング業の届出を行い営業していた
方やその後継者が、クリーニング工場を建替えること
で違反を是正される場合は、許可対象となります。な
お、建替えの場合も許可対象となることを明記しま
す。

8

子ども達が後を継いで建替えを
する時、機械の維持はできるとい
うことだが、明文化してほしい。

　住居系地域における許可対象となる洗濯設備の台
数については、許可基準３（４）に明記しています。

　家庭用の暖房器具は建築基準法の適用対象外と
なっています。
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　建築基準法第48条は、用途地域によって建築でき
る、あるいは、建築できない建築物の用途を定めたも
のです。
　用途規制の解除や法律の見直しについては法律
の改正をともないますので、ご意見として国土交通
省に伝えます。
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隣近所との人間関係もあり、不安
を増大させることになるため、近
隣説明はなくしてほしい。

今まで数十年以上営業してきて
何もトラブルがないため近隣住民
等への説明及び結果報告はなく
してほしい。

近隣説明は住居系地域のみとし
てほしい。

近隣説明について常時就労者が
一人の場合、負担が大きすぎて
実施が困難である。また、近隣住
民全員の了解を得ることは不可
能と思われるため、営業実績等に
より簡素化してほしい。

近隣説明について、工場を取り囲
む隣接住民のみに「この工場（店
舗）は引火性溶剤を扱う施設で、
このような安全対策を実施てあり
現在許可申請中です。許可がお
り次第ご報告いたします。」などの
説明文を配布するのみにして簡
素化してほしい。

許可可能な対象面積を広げてほ
しい。

住居地域で今の面積で営業が続
けられるようにしてほしい。50㎡以
内は無理である。

11

許可対象とする洗濯設備の台数
について「周辺環境に大きな影響
を与えていない」の判断基準はな
にか。

　洗濯設備から発生する音、振動、臭気等について
近隣住民からの理解が得られていることが必要で
す。

10

　許可にあたっては建築基準法により利害関係者の
公開による意見の聴取（公聴会）が義務付けられて
いますので、あらかじめ近隣の方々の意見を確認し
ておくことは、公聴会を円滑に進める上で重要です。
　通常、近隣説明の範囲は、従来は200ｍ以内の方
に説明するようお願いしています。しかし、本件許可
手続きを定めるにあたっては、営業の実態を考慮
し、近隣説明の範囲を敷地境界から15ｍ以内と定め
ることで、緩和をしてまいります。
　また、説明方法や必要図面については、神奈川県
下自治体でマニュアルを作成する予定としておりま
すので参考にしてください。

9

　建築基準法第48条では住居系用途地域における
クリーニング店以外の自家販売のために食品製造業
を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これら
に類する店舗や作業場についても面積制限がありま
す。
　このため、住環境への配慮等から、クリーニングを
営む工場についても、住居系用途地域においては
上記の店舗や作業場と同等な規模を許可基準とし
ています。
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建築基準法が制定された当時と
現在では、設備環境や安全管理
体制はかなり変化している。近隣
トラブルや事故もない。現在の状
況にあった寛大な対応をしてほし
い。
事故があまりないため最小限の規
定にしてほしい。

クリーニング業界では各業者が機
械化を図り、価格競争を起こし現
在に至っている。建築基準法第
48条の規定による許可基準が厳
正に適用されたら機械導入にも
歯止めがかかる。近年は売り上げ
が右肩下がりで、経営者の高齢
化、後継者難等もあり廃業が頻発
している。クリーニング業の届出も
受理されている状況や、業界との
話し合い等を踏まえて営業が続
けられるよう配慮してほしい。

13

以下の内容を具体的に示すべき
ではないか。
　・猛暑日にドライ洗濯機を検査
し、溶剤温度が30℃以下となる冷
却装置が設置されていること
　・感知部の清掃やメンテナンス
がしやすい測定機構であること。
　・体積抵抗値を利用した洗剤濃
度測定または静電気予防管理が
できていること。
　・溶剤回収機能付きの乾燥機が
設置されていること。

　ドライクリーニング機の安全基準を含む技術的助言
の策定にあたっては、国土交通省において学識経
験者や実務担当者を含めた委員会による検討を行
い、機械の安全基準として可燃物、酸素、着火源に
よる燃焼の３要素のいずれか１つを確実に防止する
措置を講じていることを求めています。
　国土交通省からは、安全対策がなされている機械
の確認については、各機械の型番から仕様を確認
する見解が示されており、横浜市もこの見解に沿っ
て判断を行うこととしています。

溶剤を冷却する、洗剤濃度を管
理する等の一定の条件が保たれ
ていれば、特例として機械移動や
防爆措置を免じても良いのでは
ないか。

ドライ洗濯機等の機械の配置の
規定を緩和してほしい。

機械が大きいため基準に添うよう
にしたいのだが後ろをあけると前
も思うように動けなくなる。狭い店
ではどうすればよいかと思案して
いる。少しでも理解してほしい。

15

用途地域の許可において「環境
を害するおそれがないと認められ
る場合」とは何を基準にしている
のか。

　判断の基準としては、許可基準３（４）において洗濯
設備の台数についての制限や、３（５）において、騒
音、交通量、臭気、振動、照明・光に対する周辺環
境への対策を定めています。

　国土交通省において、学識経験者や実務担当者
を含めた委員会による検討を行った結果、ドライク
リーニング機の現在の仕様を踏まえて安全対策措置
などについて技術的助言が出されました。この安全
対策措置は火災の危険性を除去するために、最低
限必要なものとして定めたものと聞いております。本
市においてもこれに沿って、許可基準案を作成して
います。

　今回の安全対策措置は、溶剤の冷却や洗剤濃度
の管理を前提として、引火性溶剤の保管場所の離
隔距離や防爆措置や機械の配置等の基準を国土
交通省が定めたものです。本市としてもこの基準に
沿って許可基準案を作成しています。

14
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16

隣地が空き地の場合は対策を緩
和してほしい。

　隣地が幅員4メートル以上の道路、水面、線路敷、
公園、広場その他これらに類する空地の場合に騒音
の基準、及び隣接する建築物が無い場合に光の基
準を緩和することとします。

17

非引火性溶剤を使用するドライク
リーニング工場は許可の対象とな
らないのか。

　非引火性溶剤を使用するクリーニング工場につい
ても許可の対象とすることとし、許可基準に明記しま
す。

18

意見公募が2/16～3/17の期間行
うという広報はいつ行われたの
か。

　関係団体へ事前に情報提供を行うとともに、許可
基準の意見公募については、2月16日から横浜市
ホームページによる公表のほか各区役所広報相談
係等の市役所各窓口において資料配布しておりま
す。

許可通知書交付までの具体的ス
ケジュールはどのような流れか。

許可の手続きの流れがイメージで
きない。説明がほしい。

建築士等の手を借りずにできる是
正計画書等の簡素化、手数料の
減免等配慮し、建築基準法第48
条の早急な施行はしないでほし
い。

今回の基準では営業できないし、
あと数年しか営業できないためも
う少し待ってほしい。

20
許可申請料を拒否したらどうなる
のか。

　許可申請を受け付けることができません。

市による全ての事業者に一律手
数料：18万円はどう考えても一方
的ではないか。

1万円の収入を得るのに大変な思
いをしているのに、手数料18万円
は払えない。

行政から許可の手続きに必要な
費用について補助はでないの
か。

零細な事業者にかかる負担軽減
を図る観点から、許可手数料の減
免について配慮するように国土交
通省からの技術的助言があるが、
横浜市は手数料は18万円かかる
のか。

手数料は少額に下げてほしい。

21

　今後、各クリーニング事業者の方へ個別に状況報
告を求め、建築基準法に抵触している場合には、違
反是正内容を確定し、違反是正計画書の提出を求
めます。この是正計画内容により同法第48条の許可
申請が必要な場合には、許可手続きを進めることに
なります。
　なお、神奈川県下の自治体で許可申請に必要な
作業や図面作成等のマニュアルを作成する予定と
なっていますので参考にしてください。

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
19

許
可
に
関
す
る
も
の

手
続
き
費
用

許
可
基
準
に

関
す
る
も
の

　建築基準法第48条に基づく許可の申請手数料に
ついては、「横浜市手数料条例」で定めていますが、
現在、手数料の減免の可能性については、検討して
おります。
　決定した場合には改めてお知らせいたします。
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22

手数料は他の行政庁ではもっと
安いと聞いている。設計料や改造
費用もかかり高齢者には18万円
は無理なため考え直してほしい。

　許可申請手数料は各特定行政庁が独自に定めて
おりますが、全国ほぼ同額と聞いております。

23

個人経営の店舗でも手数料18万
円は必要なのか。

　手数料は「横浜市手数料条例」で定めており、申請
者の収入や経営形態に係わらず同一許可の場合に
は、同額となっております。

許可申請料の18万円の根拠は何
か。

手数料が高すぎるし金額設定の
理由を具体的に述べてほしい。

25
許可をとるために必要な費用の
勘定科目は何か。

　勘定科目については税理士等専門家にご相談く
ださい。

違反是正を行い、許可を得るまで
どのくらいの費用がかかるのか。

基準を満たすための改造にはい
くらかかるのか。

27
建築士に図面を依頼するとどのく
らいの費用がかかるのか。

　既存図面の有無や建築物の規模等により異なりま
すので建築士にご相談ください。

建築士依頼費用相当の配慮をし
てほしい。

図面を建築士に依頼しなければ
ならない申請では負担が多すぎ
る。建築士等専門家への報酬や
手数料は助成金補助で負担軽減
を図るべきである。

29

対策費用が無い。 　対策費用を補助する制度はありませんが、横浜市
内に事業所・事務所があり、市内において１年以上
同一事業を引き続き営んでいる中小企業者に対して
は、横浜市中小企業融資(所管：経済観光局金融課)
が受けられる場合があります。
　また、日本政策金融公庫の融資制度がご利用でき
る場合がありますので、直接、各融資窓口へご相談
ください。
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　国土交通省の補助事業で、引火性溶剤を用いるド
ライクリーニングを営む工場の事業主の方が、建築
基準法第48条の許可申請に必要な事前の調査や
図面の作成を各都道府県建築士会所属の建築士に
作成依頼した場合、費用の一部を補助する制度が
ありますのでご利用ください。28

　許可にかかる人件費、物件費等を積み上げた金額
で、横浜市手数料条例において定められています。

24

　建築物の規模や、設備の設置状況、周辺状況に
よって異なりますので一概にはお答えできません。
建築士等にご相談ください。
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個人のクリーニング店も大事にし
てほしく、説明会の機会を作って
ほしい。

法律ができた時と比べ、現在は安
全管理面や機械的、建築的にも
変化している。安全対策を行い営
業を続けたいため、いろいろ相談
に応じてほしい。

違反是正計画書は簡単な書式と
し、自分で作成できるようにして欲
しい。わからない場合は、現場に
来て書き方を教えて欲しい。

31

調書等の各種の手続きに必要な
チェックリストを作成し、一元化し
てほしい。

　神奈川県下の自治体において、許可申請に必要
な作業や図面作成等のマニュアルを作成する予定
です。

個人経営のような作業場が小さい
クリーニング店でも、建築基準法
第48条が適用されるのか。

許可申請書の提出は個人経営者
も提出しなくてはならないのか。

33

「常に国土交通省による「安全対
策の技術的基準」を遵守するこ
と」とあるがチェックは横浜市が責
任もって行えるのか。

　国土交通省による「安全対策の技術的基準」は、
横浜市の許可基準に含まれますので、許可申請時
に審査をします。
　許可を受けて是正が完了した後については、申請
者で常に適正に管理してもらう必要があります。その
ため、適正な管理（技術的助言別添１に定める安全
対策に関する技術的基準の遵守）を許可の条件とし
ています。

34

横浜市が作った許可基準が結局
強制適用されてしまうのは理不尽
ではないか。

　国土交通省において策定した技術的助言に沿っ
て横浜市において許可基準案を作成しました。この
許可基準案に対し、「横浜市規則等に係る意見公募
手続実施要綱」に基づき、市民の皆様に対して意見
公募を行っています。提出された意見の内容から、
意見の妥当性や安全性及び住環境への配慮を勘
案したうえで、許可基準を決定します。

35

「安全対策の手引き書」の見直し
をしてほしい。

　「安全対策の手引書」は全国クリーニング生活衛生
同業組合連合会で作成したものです。この中に記載
されている「引火性溶剤を用いるドライクリーニングを
営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応
及び同法第48条の規定に基づく許可の運用につい
て（技術的助言）」は、国土交通省において、学識経
験者や実務担当者を含めた委員会による検討を
行った結果、ドライクリーニング機の現在の仕様を踏
まえて安全対策措置などについて定められました。
手引書の修正については、同連合会へお問い合わ
せください。

　許可基準の確定後、個別に現状を確認していただ
く文書を送付する予定です。また、手続きや申請書
等の記入方法について説明する機会を設ける予定
です。窓口でも相談を受け付けますので個別にご相
談ください。

30

32

　建築基準法第48条の適用は、個人経営や法人を
問わず同様に適用されます。
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現在営業している店には、指導と
講習で営業許可すべきである。

クリーニング業法の届出を出して
いるのだから、見直してほしい。

平成22年9月以前の開設している
クリーニング業者は適用外とする
ため保健所の許可指導を遵守す
ればいいのではないか。。

建築基準法の許可が必要ならば
保健所の許可をもって建築基準
法第48条の許可とする。

許可申請に必要な図面を簡素化
してほしい。
設計者に依頼しなくても自分で作
成できるようにしてほしい。

提出図書を個人でも作れる保健
所に出しているような平面図のみ
にしてほしい。

許可申請に必要な図面は資格を
持った人でなければならないの
か。

許可申請書の図面は、正確であ
れば自分たちで作成したもので
許可できる等なるべく経済的な負
担がかからないようにしてほしい。

必要図書類を減らすことでも減免
が実行できないか。

図面を出すことはできない。

37

申
請
手
続
き

　クリーニング業法は公衆衛生の視点から必要な措
置を求めています。
　一方、建築基準法は安全性の視点から建築物の
敷地、構造、設備及び用途に対し基準を定めていま
す。
　各法律により求める内容が異なりますので、クリー
ニング業法とは別に建築基準法に適合する必要が
あります。

　許可に際しては、申請書の提出が必要です。許可
申請に必要な図面等は、必ずしも設計者（建築士）
が作成する必要はありませんが、建物全体の適法性
を判断できる内容を記載してもらう必要があります。
そのため、クリーニング店の間取図だけではなく、建
築物全体の図面が必要となります。
　また、建築基準法の是正対応や許可手続きの中で
図面審査を行うためには、建物の位置や寸法が正
確に記載されている必要があります。
　神奈川県下の自治体で許可申請に必要な作業や
図面作成等のマニュアルを作成する予定としており
ますので参考にしてください。

36

許
可
に
関
す
る
も
の
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38

確認申請時や生活衛生課に提出
した間取図は許可申請には使え
ないのか。

　現在使用している建物が、建築確認申請時と現状
で変更が無ければ、確認申請の図面を使うことは可
能な場合があると思われます。ただし、許可申請に
はその他にも必要な図面がありますので、それらに
ついては作成する必要があります。生活衛生課に提
出した間取図は、申請目的が異なるのでそのまま使
うことは難しいと思われます。

39

確認申請時の図面のコピーを送
付してほしい。

　過去に横浜市へ提出された図面のうち、現在も本
市が所有している図面の一部を提供できる場合があ
ります。詳しくは担当窓口にお問合せください。
　なお、神奈川県下の自治体で、許可申請に必要な
作業や図面作成等のマニュアルを作成する予定とし
ておりますので参考にしてください。

40

工場の不備を理解できる部分と
理解できない部分があるため、横
浜市が不備を指摘してくれます
か。

　まず、現在の工場の状況はご自身で調査をしてく
ださい。相談を希望される場合には、その調査結果
の資料をもって、担当窓口へご相談ください。必要
があれば本市職員が現場を確認させていただく場
合があります。

41

規模の大小によらず全て違反で
はないのか。

　引火性溶剤を使用しているクリーニング店は、用途
地域ごとに工場や店舗の大きさ、引火性溶剤の使用
や原動機の出力制限が定められています。これによ
り制限を超える場合には建築基準法違反となりま
す。
　ただし、クリーニング店を建築された時は同法に適
合であったにも関わらず、その後、用途地域が変更
して同法に抵触することとなった場合など、建築時期
や引火性溶剤の使用を開始された時期により違反
にならない場合もあります。

42

「違反対応に対する考え方」とあ
るが「違反」ではなく「容疑」なの
ではないか。

　「違反対応に対する考え方」とは、建築基準法に基
づく違反があった場合の対応を定めたものです。
　本件の許可基準施行後、各クリーニング事業者の
方へ状況報告を求め、同法に抵触している場合に
は、違反是正内容を確定します。この是正内容によ
り同法第48条の許可申請が必要な場合は、許可手
続きを進めることとなります。
　よって、本件は違反と確定されたクリーニング店の
み対象となります。

許可を取らずに営業を続けると罰
則があるのか。

申請をしても落ち続けた場合、営
業を続けると罰則があるのか。

罰則基準を設けているのは条例
ですか。

違反是正の期間をできるだけ長く
してほしい。

違反是正に係る猶予期限はどの
位か。

　違反是正内容は各クリーニング店ごとに、それぞれ
異なるため、標準の是正期間は設けていません。た
だし、許可申請を行う前に提出してもらう是正計画書
には是正期間も含めて記載してもらうこととしており、
その内容を見て是正期間の妥当性を判断することと
なります。
　特に猶予期限は設けませんが、なるべく早く是正を
完了するようお願いいたします。

44

　建築基準法第48条に抵触したまま営業を続けた場
合には建築基準法に違反した状態であるため、同法
に定める監督処分を受ける場合があるとともに、同法
第101条により罰則があります。

43

申
請
手
続
き

許
可
に
関
す
る
も
の

違
反
是
正
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クリーニング業は、個人店は不要
で大企業のみで行うものを考えて
いるのか。

クリーニング業の届出を行い営業
しているのに今さら違反といわれ
ても納得いかない。

クリーニング業者だけ違反扱いし
ないでほしい。

一部の新聞報道で一部のふとど
きな業者が起こした出来事を全員
にあてはめるのは不当ではない
か。

生活がかかっているため、現状の
ままで営業できるようにしてほし
い。

クリーニング業者の生活設計がか
わらないような許可基準を制定す
ればよいのではないのか。

許可基準が厳しすぎる。許可基
準は無しにしてほしい。
無条件で許可すべきである。

経験は財産であり、その経験を沢
山もっている先輩方がやめてしま
うような、消費者ニーズに対する
サービスの後退をしてしまうような
厳しい許可基準はやめてほしい。

60年前に制定された法律を今施
行するのか。

　建築基準法が制定された昭和25年より引火性溶剤
を用いるドライクリーニング工場に関する規定は変更
がなく、同法第48条の規定に適合していないと建築
することはできません。
　しかし今回、国土交通省が実態調査を行った結
果、全国で総数の50％を超えるドライクリーニング工
場が同法に適合していないことが確認されました。
　そこで、多くの既存ドライクリーニング工場が、同法
に適合せず長年に渡って営業されていた実態を踏
まえ、安全対策及び周辺への配慮を行うことで、同
法第48条の許可により対応するとの考え方が国土交
通省から示されました。
　この国土交通省の考え方を踏まえて、横浜市では
建築基準法第48条の許可の手続きの流れや許可基
準づくりに取り組んでいるものです。

45
そ
の
他
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生活衛生課が見に来てクリーニン
グ業法の届出を出しているのだか
ら、役所の縦割り行政の落ち度を
押し付けないでほしい。

開業するときに生活衛生課に届
出をしているのに、なぜその時点
で用途地域の違反を指摘しな
かったのか。

47

引火性溶剤の建築基準法と消防
法がダブルスタンダードなのは大
変不思議なこと

消防法と建築基準法は制定の趣旨や対象となるもの
が異なりますので、それぞれ遵守する必要がありま
す。

48

違反を長年放置してきた行政の
責任はどうなるのか。

　建築基準法に基づく申請や検査依頼がないと、
個々の店舗の実態を把握することは困難です。
　今回、国土交通省が実態調査を行った結果、全国
で総数の50％を超えるドライクリーニング工場が同法
に適合していないことが確認されました。
　そこで、多くの既存ドライクリーニング工場が、同法
に適合せず長年に渡って営業されていた実態を踏
まえ、安全対策及び周辺への配慮を行うことで、同
法第48条の許可により対応するとの考え方が国土交
通省から示されました。
　この国土交通省の考え方を踏まえて、横浜市では
建築基準法第48条の許可の手続きの流れや許可基
準づくりに取り組んでいるものです。

49

工業系の用途地域に移設するこ
とも是正もできない場合はどうす
ればよいのか。

　建築基準法第48条に抵触していますので、建築基
準法に定める監督処分を受ける場合があります。

50

消防法や危険物取締法からはど
のような規制がかかるのか。

　消防法で規定された引火性液体等の危険物は、
一定数量（指定数量）以上を貯蔵又は取り扱う場合
には、　消防法に基づく許可が必要となります。ま
た、一定数量未満では、横浜市火災予防条例により
消防署への届出が必要となる場合があります。

51

クリーニング店による近隣とのトラ
ブルが他業種と比べてどのくらい
多いのか。

　クリーニング店の騒音や振動、臭気等について、
近隣からの苦情や相談が窓口に寄せられています。

52

どれだけドライ機は危険性がある
のか。

　国土交通省において学識経験者等により設置され
た委員会では火災の危険性を除去するためには、
技術的助言の別添１に示された対策が必要であると
されています。

53

全国の昭和25年～現在までのク
リーニング工場の火源の火災件
数はどのくらいか。

平成7年から平成20年の「火災報告」（総務省消防
庁）をもとに国土交通省で集計した資料によると、国
内において普通洗濯業の建築物における火災件数
は年間60～90件程度発生しています。

そ
の
他

46

　クリーニング業法の届出に際し、建築基準法に適
合することは要件になっておりません。この届出とは
別に建築基準法についても遵守する必要がありま
す。
　なお、今年度より生活衛生課に届出がされた時に
建築基準法に問題があると思われる場合は、建築局
に情報提供をするとともに、届出者にも建築局へ相
談に行くよう案内することとしております。
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